
Ⅰ 地方財政を取り巻く状況 

１ 「新経済・財政再生計画」（※）に基づく地方財政改革の取組（主なもの） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取組 2024(R6)年度 2025(R7)年度 2026(R8)年度～ 

○自治体ＤＸ推進計画、デジタル社会

の実現に向けた重点計画等に基づ

く取組の推進 

   

○公営企業の業務効率化とデジタル

化の徹底、抜本的な改革等の推進 

   

 

○公営企業会計の適用促進 
   

 

○水道事業、下水道事業の持続的経営

を確保するための取組の推進 

  

 

 

 

○地方財政の「見える化」 

 

   

骨太方針 2023（R5.6.16閣議決定） 

 

 

 

骨太方針 2021（R3.6.18閣議決定） 

 

 

 

※新経済・財政再生計画 

骨太方針 2018（H30.6.15閣議決定）で定めた計画 

 

 

 

 

 

＜財政健全化目標＞ 
骨太方針2018で掲げた財政健全化目標
（2025 年度の国・地方を合わせたＰＢ
黒字化を目指す、同時に債務残高対Ｇ
ＤＰ比の安定的な引下げを目指す）を
堅持 

地方行財政改革： 
デジタル技術の活用等による地方自治
体の業務効率化や、公営企業の経営戦
略改定の更なる推進など、改革工程表
に沿って地方行財政改革に着実に取り
組む。 

 ●フロントヤードの多様化・充実化 

●バックヤード改革や推進体制づくりのあり方を検
討し、横展開を促進 

 ●経営戦略の見直し 

（R7年度までに見直し率 100％） 
 

 
●重点事業（下水道、簡易水道事業）
について、人口３万人未満の団体
においても、公営企業会計の適用
を一層推進 

 

 ●持続的経営を確保するための具体的な方針に基
づく取組を推進 

財政健全化の「旗」を下ろさず、これま
での財政健全化目標に取り組む。 

 ●住民一人当たり行政コスト等を「見える化」 
●地方単独事業（ソフト）の決算情報を「見える化」 
●基金の考え方・増減理由・今後の方針を「見える化」 
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２ 地方財政の財源不足と借入金残高 

（１）地方財政の財源不足 

   令和６年度は、地方税収入や国税５税の法定率分の増加が見込まれる事から、

財源不足額は大幅に減少して 1.8 兆円、地方財政計画の約 1.9％の見込み。ま

た、折半対象財源不足額は生じていない。 

   
 

（２）地方財政の借入金残高 

   地方財政の借入金残高は、令和６年度末で 179兆円（見込み）。内訳は、交付

税特別会計借入金残高(地方負担分)28兆円、公営企業債残高(普通会計負担

分)15兆円、地方債残高 136兆円。 
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※端数処理により合計が一致しない場合があります。 

※端数処理により合計が一致しない場合があります。 
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３ 令和６年度地方財政対策 

（１）令和６年度地方財政計画 
  
  ポイント 

  ア 一般財源総額の確保等 

・一般財源総額（水準超経費を除く交付団体ベース）を 62.7兆円（対前年度比+0.6

兆円）確保 

   ・地方交付税総額を 18.7兆円（対前年度比+0.3兆円）確保 

   ・臨時財政対策債は 0.5兆円（対前年度比▲0.5兆円）に抑制 

 

  イ 定額減税による減収への対応 

   ・個人住民税の減収（0.9兆円）は、地方特例交付金により全額国費により補填 

   ・地方交付税の減収（0.8兆円）は、繰越金・自然増収による法定率分の増（1.2兆

円）により対応。減税の影響を含めても、上記アのとおり適切に地方財源を確保。 

    更に、後年度、0.2兆円の加算を実施（特会借入金償還の円滑化に活用） 

 

  ウ こども・子育て政策の強化に係る地方財源の確保 

   ・「加速化プラン」の地方負担（0.2兆円）について必要な財源を確保 

   ・こども・子育て政策の単独事業（ソフト）について一般行政経費（単独）を 0.1兆 

    円増額 

   ・こども・子育て政策の単独事業（ハード）を 500億円計上し、「こども・子育て支

援事業債」を創設 

    ※こども・子育て支援機能強化に係る施設整備や子育て関連施設の環境改善 

   ・普通交付税の費目として「こども子育て費」を創設し、関連政策全般を算定 

 

  エ 給与改定・会計年度任用職員の勤勉手当支給に要する地方財源の確保 

   ・給与改定分（0.3兆円） 

   ・会計年度任用職員の勤勉手当支給分（0.2兆円） 

 

  オ 物価高への対応 

   ・自治体施設の光熱費・施設管理の委託料の増加を踏まえ、700億円計上（前年度同  

額） 
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歳入歳出の概要（通常収支分）   （単位：兆円、％） 

区    分 ６年度 ５年度 増減額 増減率 

歳 
 
 

入 

地 方 税 

地 方 譲 与 税 

地 方 特 例 交 付 金 等 

地 方 交 付 税 

国 庫 支 出 金 

地  方  債 

 臨 時 財 政 対 策 債 

 臨時財政対策債以外 

使 用 料 及 び 手 数 料 

雑 収 入 

そ の 他 

42.7 

2.7 

1.1 

18.7 

15.8 

6.3 

0.5 

5.9 

1.6 

4.7 

▲0.0 

42.9 

2.6 

0.2 

18.4 

15.0 

6.8 

1.0 

5.8 

1.6 

4.6 

0.0 

▲0.1 

0.1 

0.9 

0.3 

0.8 

▲0.5 

▲0.5 

0.0 

▲0.0 

0.1 

▲0.0 

▲0.3 

5.0 

421.9 

1.7 

5.3 

▲7.4 

▲54.3 

0.6 

▲0.1 

2.9 

▲410.5 

計 

一  般  財  源 

（水準超経費を除く交付団体ベース） 

93.6 

65.7 

62.7 

92.0 

65.1 

62.2 

1.6 

0.6 

0.6 

1.7 

1.0 

0.9 

歳 
 

出 

給与関係経費 

一般行政経費 

 うち 補 助 

 うち 単 独 

うち デジタル田園都市国家構想事業費 

    地方創生推進費 

    地域デジタル社会推進費 

うち 地域社会再生事業費 

公  債  費 

維 持 補 修 費 

うち 緊急浚渫推進事業費 

投 資 的 経 費 

 直轄・補助 

 単 独 

うち 緊急 防 災・ 減 災事 業 費 

うち 公共施設等適正管理推進事業費 

うち 緊急自然災害防止対策事業費  

うち 脱炭素化推進事業費 

うち こども・子育て支援事業費 

公営企業繰出金 

水準超経費 

20.2 

43.7 

25.1 

15.4 

1.3 

1.0 

0.3 

0.4 

10.9 

1.5 

0.1 

12.0 

5.6 

6.4 

0.5 

0.5 

0.4 

0.1 

0.05 

2.3 

3.0 

19.9 

42.1 

24.0 

15.0 

1.3 

1.0 

0.3 

0.4 

11.3 

1.5 

0.1 

12.0 

5.7 

6.3 

0.5 

0.5 

0.4 

0.1 

- 

2.4 

2.9 

0.3 

1.6 

1.2 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

▲0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

▲0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.05 

▲0.1 

0.1 

1.6 

3.8 

4.9 

2.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

▲3.2 

0.7 

0.0 

0.1 

▲0.6 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

皆増 

▲3.2 

3.1 

計 93.6 92.0 1.6 1.7 

※ 表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。 
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＜国の予算と地方財政計画（通常収支分）との関係＞

※　基礎的財政収支対象経費は、85.9兆円 ※　地方一般歳出は、78.5兆円

（注）　表示未満四捨五入の関係で、合計が一致しない場合がある。

財政投融資特別会計
（歳入） （歳出）

納付金（地方公共団体金融
機構の公庫債権金利変動準
備金の国庫帰属）　0.2兆円

交付税及び譲与税配付金
特別会計へ繰入れ　0.2兆円

交付税及び譲与税配付金特別会計

地方財政計画（歳出）一般会計（歳入） 一般会計（歳出） 歳　入 歳　出 地方財政計画（歳入）

投資的経費
12.0兆円

（112.6兆円） （93.6兆円）

地方交付税
18.7兆円

地方譲与税　2.7兆円

地方譲与税2.7兆円特別法人事業税等2.7兆円

（交付税）

（譲与税） （譲与税）

一般行政経費

43.7兆円

給与関係経費
20.2兆円

（入口ベース）

一般会計より
受入れ

17.8兆円

地方交付税　　　16.7兆円
地方特例交付金 1.1兆円

財政投融資特別会計より
受け入れ

公庫債権金利変動準備金の活
用

0.2兆円

その他の税収
9.6兆円

（93.6兆円）

（交付税）
（出口ベース）

地方交付税

18.7兆円

（112.6兆円）

国
税

69.6
兆
円

地方税
42.7兆円

その他の歳出
67.8兆円

うち社会保障関係費 37.7兆円
うち公共事業関係費　6.1兆円

所得税  33.1%
法人税  33.1%
酒　 税  50.0%
消費税  19.5%

交 付 税
対象税目

60.0兆円

公
債
金

35.4
兆
円

地方交付税　等
17.8兆円

法定率分　 　　　　　16.3兆円
既往法定加算　　　　0.3兆円
地方特例交付金等　 1.1兆円

地方法人税　　2.0兆円
特会剰余金　　0.1兆円
前年度繰越分　0.5兆円

地方特例交付金等　1.1兆円

借入金等利子充当　0.2兆円
借入金償還　　　　　　0.5兆円

その他　7.5兆円

建設国債
6.6兆円

赤字国債
28.9兆円

地方特例交付金等　1.1兆円

国庫支出金
15.8兆円

その他
6.3兆円

国
債
費

27.0
兆
円

元金返済
17.3兆円

利払い等
9.7兆円

（臨財債0.5兆円）

地方債
6.3兆円

水準超経費3.0兆円

維持補修費1.5兆円

公営企業繰出金（下記除く）1.0兆円

公債費等
12.2兆円

一
般
財
源
総
額

兆
円

国税収納金整理資金

65.7
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（２）令和６年度地方債計画 

  ポイント 

■こども・子育て支援事業債を創設することとし、450億円を計上 

■緊急防災・減災事業について、対象事業を拡充することとし、前年度同額の

5,000億円を計上 

■緊急自然災害防止対策事業及び緊急浚渫推進事業について、それぞれ前年度同

額の 4,000億円、1,100億円を計上 

■公共施設等適正管理推進事業について、前年度同額の 4,320億円を計上 

■脱炭素化推進事業について、対象事業を拡充することとし、前年度同額の 900

億円を計上 

■過疎対策事業について、資材価格等の高騰による建設事業費の上昇等を踏まえ、

前年度を上回る 5,700億円を計上 

令和６年度地方債計画（通常収支分） （単位：億円、％） 

項     目 
R6年度 
計画額 

R5年度 
計画額 差引 増減率 

一 一 般 会 計 債  

１ 公 共 事 業 等 

２ 公 営 住 宅 建 設 事 業 

３ 災 害 復 旧 事 業  

４ 教育・福祉施設等整備事業 

５ 一 般 単 独 事 業  

  うち一        般 

うち地 域 活 性 化 

  うち旧 合 併 特 例 

  うち緊 急 防 災 ・ 減 災 

  うち公共施設等適正管理 

うち緊急自然災害防止対策 

うち緊 急 浚 渫 推 進 

うち脱 炭 素 化 推 進 

うちこども・子育て支援 

６ 辺地及び過疎対策事業  

   うち辺 地 対 策  

うち過 疎 対 策  

 ７ 公共用地先行取得等事業 

 ８ 行 政 改 革 推 進 

 ９ 調 整 

計 

 

15,794 

1,082 

1,119 

4,813 

26,845 

2,493 

690 

3,800 

5,000 

4,320 

4,000 

1,100 

900 

450 

6,270 

570 

5,700 

345 

700 

100 

57,068 

 

15,889 

1,089 

1,126 

4,108 

27,387 

2,485 

690 

4,800 

5,000 

4,320 

4,000 

1,100 

900 

- 

5,940 

540 

5,400 

345 

700 

100 

56,684 

 

△    95 

△     7 

△    7 

705 

△   542 

8 

0 

△ 1,000 

0 

0 

0 

0 

0 

450 

330 

30 

300 

0 

0 

0 

384    

 

△   0.6 

△  0.6 

△  0.6 

17.2 

△  2.0 

0.3 

0.0 

△ 20.8 

0.0 

  0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

皆増 

5.6 

5.6 

5.6 

0.0 

0.0 

   0.0 

0.7 

二 公 営 企 業 債 29,772 27,551 2,221 8.1 

三 臨 時 財 政 対 策 債 4,544 9,946 △ 5,402 △  54.3 

四 退 職 手 当 債  800 800 0 0.0 

五 国の予算等貸付金債 （    350） （  265） (   85） (  32.1) 

総           計 92,184 94,981 △ 2,797 △   2.9 

※ 国の予算等貸付金債の（ ）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源と
するものであって外書である。 
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（３）令和６年度地方交付税

○

○

（単位：億円、％）

令和６年度 令和５年度 増　減　額 増 減 率

区　　　　分 当初予算額 当初予算額 補正額 補正後 Ａ－Ｂ Ａ－Ｄ Ｅ／Ｂ Ｆ／Ｄ

Ａ Ｂ C B+C　　　　Ｄ E F (%) (%)

179,050 210,480 2,470 212,950 △31,430 △33,900 △14.9 △15.9

170,460 146,020 600 146,620 24,440 23,840 16.7 16.3

12,090 11,800 - 11,800 290 290 2.5 2.5

238,230 233,840 △3,920 229,920 4,390 8,310 1.9 3.6

59,266 69,669 818 70,486 △10,403 △11,221 △14.9 △15.9

56,422 48,333 199 48,531 8,090 7,891 16.7 16.3

6,045 5,900 - 5,900 145 145 2.5 2.5

46,455 45,599 △764 44,834 856 1,620 1.9 3.6

① 168,188 169,500 252 169,752 △1,313 △1,564 △0.8 △0.9

- - 7,568 7,568 - △7,568 - 皆減

② △449 △449 - △449 - - 0.0 0.0

△4,684 △7,383 - △7,383 2,699 2,699 △36.6 △36.6

163,055 161,669 7,820 169,489 1,386 △6,433 0.9 △3.8

③ 3,488 154 - 154 3,334 3,334 2164.9 2164.9

④ - - - - - - 0.0 0.0

166,543 161,823 7,820 169,643 4,720 △3,099 2.9 △1.8

⑤ 19,750 18,919 102 19,021 831 729 4.4 3.8

- - 662 662 - △662 - 皆減

△0 △0 - △0 - - 0.0 0.0

⑥ 0 0 - 0 0 0 411.9 411.9

⑦ △5,000 △13,000 3,000 △10,000 8,000 5,000 △61.5 △50.0

△1,965 △572 - △572 △1,393 △1,393 243.5 243.5

⑧ 500 1,200 - 1,200 △700 △700 △58.3 △58.3

⑨ 2,000 1,000 △1,000 - 1,000 2,000 100.0 皆増

⑩ 4,843 14,242 - 14,242 △9,399 △9,399 △66.0 △66.0

- - △4,843 △4,843 - 4,843 - 皆減

186,671 183,611 5,742 189,353 3,060 △2,682 1.7 △1.4

186,671 183,611 5,742 189,353 3,060 △2,682 1.7 △1.4

 普通交付税 175,470 172,594 5,436 178,030 2,876 △2,560 1.7 △1.4

　  特別交付税 11,200 11,017 305 11,322 184 △122 1.7 △1.1
（注）　表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所があります。

（参考）令和６年度震災復興特別交付税（見込）　904億円

○地方交付税総額の積算

　　①令和６年度における国税４税の収入見込額の一定率分【加算】

　　②平成28年度国税４税決算における精算額及び平成20・21・令和元・２年度補正予算における清算額【控除】

　　③国の一般会計における加算（既往法定分等）【加算】

　　④臨時財政対策特例加算額【加算】

　以上①～④の合算額が一般会計からの繰入額（いわゆる入口ベース）

　　⑤地方法人税の法定率分【加算】

　　⑥交付税特別会計における返還金【加算】

　　⑦交付税特別会計における借入金等の償還額、利子支払額【控除】

　　⑧交付税特別会計における剰余金【加算】

　　⑨地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用【加算】

　　⑩前年度からの繰越金【加算】

　以上①～⑩の合算額が、令和６年度において地方公共団体に交付される地方交付税の総額（いわゆる出口ベース）

　翌年度への繰越金

　前年度からの繰越金

　返　　還　　金

　　　小　計（法定率分等）

　既往法定加算等

　臨時財政対策特例加算額

地
方
交
付
税

 総　額

 　(ｳ)×50％

　　　計（一般会計繰入額）
　　　<入口ベース>

特
別
会
計

　特別会計借入金償還額

　特別会計借入金利子充当分

　特別会計剰余金の活用

一
般
会
計

 　(ｱ)×33.1％

 　(ｴ)×19.5％　　

　　　小　　計

 　　計(一般会計繰入額含む)
　　　<出口ベース>

 　(ｲ)×33.1％

　地方公共団体金融機構の公庫債権金利
  変動準備金の活用

　過年度補正予算精算分

　令和４年度国税４税決算精算分 

　平成28年度国税４税決算精算分

　平成28年度地方法人税決算精算分

＜令和６年度地方交付税総額の算定基礎＞

地方交付税の総額は、所得税・法人税の33.1％相当額、酒税の50％相当額並びに消費税の19.5％相当額の合計額16兆
3,055億円に国の一般会計における加算額（既往法定分）3,488億円を加えた16兆6,543億円と、地方法人税の全額１兆
9,750億円、令和５年度繰越金4,843億円、交付税特別会計余剰金の活用額500億円及び地方公共団体金融機構の公庫債
権金利変動準備金の活用額2,000億円を加算し、交付税特別会計借入金償還額5,000億円、交付税特別会計借入金に係る
支払利子額1,965億円を減額した18兆6,671億円（前年度比＋3,060億円、＋1.7%）となりました。

国
　
税

　　所 得 税  (ア) 

　　法 人 税  (イ)

　　酒    税　(ウ)

　　消 費 税　(エ)

社会保障関係費や人件費の増加が見込まれる中、地方団体が、住民のニーズに的確に応えつつ、こども・子育て政策の
強化など様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、一般財源総額について、交付団体ベース
で62兆7,180億円（前年度比＋ 5,545億円、＋ 0.9%）とし、前年度を上回る額が確保されました。

　地方法人税法定率分

　令和４年度地方法人税決算精算分 
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＜令和６年度普通交付税の算定方法の主な改正＞ 
 
Ⅰ「こども子育て費」の創設  
普通交付税の算定に当たり、地方公共団体が実施するこども・子育て政策の全体像を示し、こ

ども・子育て政策に係る基準財政需要額の算定をより的確なものとするため、道府県分・市町村

分の基準財政需要額に、測定単位を「１８歳以下人口」とする新たな算定費目「こども子育て費」

を創設し、以下の財政需要を一括して算定。 

・ 「こども未来戦略」に掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づく地方公共団体

の財政需要 

・ 地方公共団体が、地域の実情に応じて独自に実施するこども・子育て政策（ソフト）に係

る財政需要 

・ 従来の「社会福祉費」、「（保健）衛生費」、「その他の教育費」等において算定してい

るこども・子育て政策に係る財政需要 

なお、人口に占める「１８歳以下人口」の割合が小さい団体に配慮した補正措置を講ずる。 
 
Ⅱ地方公共団体の施設の光熱費と施設管理等の委託料の増加に対応した算定  
 学校、福祉施設、図書館、文化施設など地方公共団体の施設の光熱費の高騰に対応するため、

地方財政計画に計上することとしている４００億円については、引き続き包括算定経費において

一括して算定。 

また、ごみ収集、学校給食など地方公共団体のサービス・施設管理等の委託料の増加を踏まえ、

該当する算定費目におけるこれらの経費に係る単位費用措置を３％程度引き上げる。 
 

Ⅲ会計年度任用職員に係る給与改定及び勤勉手当支給に対応した算定  
会計年度任用職員に係る給与改定及び勤勉手当支給に要する経費について、従事する職務を具
体的に想定している会計年度任用職員に要する経費については各算定費目において算定し、そ
の他の会計年度任用職員に要する経費については包括算定経費において算定。 
   
Ⅳ 「地方創生推進費」（R6年度地方財政計画：1兆円）に対応した算定  
「地方創生推進費」（１兆円）については、「地域の元気創造事業費」（４，０００億円程度、

うち１００億円程度は特別交付税）及び「人口減少等特別対策事業費」（６，０００億円程度）

において引き続き措置。 

このうち、「人口減少等特別対策事業費」の算定においては、令和２年度から５年間かけて、

段階的に「取組の必要度」に応じた算定から「取組の成果」に応じた算定へ１，０００億円シフ

トすることとしており、令和６年度は「取組の必要度」に応じて３，０００億円程度（道府県分

９８０億円程度、市町村分２，０２０億円程度）、「取組の成果」に応じて３，０００億円程度

（道府県分１，０２０億円程度、市町村分１，９８０億円程度）を算定。 

算定に当たっては、引き続き、成果を発揮する際の条件が厳しいと考えられる条件不利地域等

への配慮を行う。 
 
Ⅴ 児童虐待防止対策の体制強化に対応した算定  
「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（令和４年１２月１５日児童虐待防止対策に

関する関係府省庁連絡会議決定）等に基づき、児童福祉司等の職員の増員に必要となる経費を算

定。 

 

Ⅵ 地方特例交付金の改正  
 定額減税による個人住民税の減収を補塡するため「定額減税減収補塡特例交付金」を創設し、

その７５％を基準財政収入額に算入。 
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４ 令和６年度税制改正大綱（令和５年 12月 22日閣議決定）＊市町村税関係の主なもの 

（１）定額減税 ［個人住民税］ 

令和６年度分の個人住民税所得割額から、納税者及び配偶者を含めた扶養家族１人につき、

１万円の減税を行う。（納税者の合計所得金額が 1,805万円（給与収入 2,000万円）以下であ

る場合に限る。）減税は、特別徴収義務者や市町村の事務負担等も考慮しながら、各徴収方法

に応じて、実務上可能な限り早い機会を通じて行う。 

（例）給与所得に係る特別徴収の場合 

 

 

 

※ 減収額は、全額国費で補填。 

 

（２）子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充 ［個人住民税］ 

令和６年限りの措置として、所得税において、子育て世帯及び若者夫婦世帯(※)の借入限

度額に一定の上乗せ措置を講ずる。また、令和６年 12 月 31 日以前に建築確認を受けた新築

住宅の床面積要件について、合計所得金額 1,000万円以下の者に限り、40㎡に緩和する。 
※ 18歳以下の扶養親族を有する世帯又は自身若しくは配偶者のいずれかが 39歳以下の世帯 

※ 所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除する。減収額

は、全額国費で補填。 

（３）固定資産税（土地）の負担調整措置等 ［固定資産税・都市計画税］ 

負担水準の均衡化を促進するため、現行の負担調整措置等を３年延長。（令和６～８年度） 

（４）固定資産税等の特例措置の見直し等 ［固定資産税・都市計画税］ 

・再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について、対象設備を一部見直した上

で適用期限を２年延長。 

・都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が、当該事業によ

り整備した一定の固定資産に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措

置について、わがまち特例とした上で、適用期限を２年延長。 

・子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた者が一定の保育施設（特定事業所内保

育施設）の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に

ついて、廃止。 

（５）国民健康保険税に係る課税限度額等の見直し ［国民健康保険税］ 

・後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を 24万円（現行：22万円）に引き上げ。 

・軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を、５割軽減：29.5万円（現

行：29万円）、２割軽減：54.5万円（現行：53.5万円）とする。 

（６）森林環境譲与税に係る譲与基準の見直し [森林環境譲与税] 

これまでの譲与税の活用実績等を踏まえ、「私有林人工林面積」の譲与割合を 5.5割（現行：

５割）、「人口」の譲与割合を 2.5割（現行：３割）とする。 

（７）航空機燃料譲与税に係る譲与基準の見直し [航空機燃料譲与税] 

着陸料に代えて、新たな譲与基準として「航空機の重量×着陸回数（延べ重量）」及び「旅

客数」を用いる。延べ重量及び旅客数については、空港対策に関する財政需要との対応性を

考慮し、必要な減額・増額補正を行う。 

現行の譲与割合 
着陸料割 

１／２ 

騒音世帯数割 

１／２ 

見直し後の譲与割合 
延べ重量割 

１／４ 

旅客数割 

１／４ 

騒音世帯数割 

１／２ 

※ 新たな譲与基準への移行にあたっては、5 年間の激変緩和措置を講ずる。 

R6.6 7 8 9 10 11 12 R7.1 2 3 4 5

6月分は徴収しない

税
負
担

R6.6 月分は徴収せず、「定額減税「後」の税額」

を R6.7 月分～R7.5 月分の 11 か月で均す。 
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５ 財政の健全化 

■「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体は、毎年度、

健全化判断比率を議会に報告し、公表しています。 

■健全化判断比率が一定の基準を超えた団体は、財政の早期健全化（又は財政の再生）

のための計画を策定し、財政健全化（又は財政再生）に取り組みます。 

 

（財政健全化法による制度の概要） 

健全段階 財政の早期健全化段階 財政の再生段階 

◆指標の整備と情報開示の 

徹底 

・指標：実質赤字比率、連結実質

赤字比率、実質公債費比率、 

将来負担比率 

⇒監査委員の審査に付し、議会

に報告するとともに公表 

◆自主的な改善努力による 

 財政健全化 

・財政健全化計画を策定（議会

の議決）、策定にあたり外部

監査の要求を義務付け 

・実施状況を毎年度議会に報告

し公表 

・早期健全化が著しく困難と認

められるときは、総務大臣又

は知事が必要な勧告 

◆国等の関与による確実な 

再生 

・財政再生計画を策定（議会の

議決）、策定にあたり外部監

査の要求を義務付け 

・財政再生計画は総務大臣に協

議し同意を求めることができ

る（同意が無い場合は、災害

復旧事業等を除いて地方債の

起債を制限） 

・財政運営が計画に適合しない

と認められる場合等には、予

算の変更等を勧告 
公営企業の経営の健全化 

（
健
全
財
政
） 

 （
財
政
悪
化
） 

 

 

実 質 赤 字 比 率 11.25％～15％  20％ 

連結実質赤字比率 16.25％～20％  30％ 

実質公債費比率 25％  35％ 

将 来 負 担 比 率 350％   

資 金 不 足 比 率 

（公営企業ごと） 

20％ 

 

経営健全化基準 

長野県内では、全

市町村が早期健

全化基準以下の

健全団体 

早期健全化基準（市町村） 財政再生基準（市町村） 
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６ 公共施設等の老朽化対策 

(１) 公共施設等総合管理計画及び個別施設計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：総務省資料） 

(２) 県内市町村における公共施設等総合管理計画の策定状況 

 平成 28 年度までに 77 市町村で策定済みであり、令和５年度末までに個別施設計画
を踏まえた見直しが完了。 

(３) 個別施設計画の概要 

  公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具体の対応方針を定める計画 

（令和４年度までに策定） 

 ≪インフラ長寿命化基本計画に定める個別施設計画の記載事項≫ 

(1) 対象施設：道路や学校といった施設類型ごとに計画を策定 

 (2) 計画期間：施設の定期点検サイクル等を考慮の上設定 

 (3) 対策の優先順位の考え方：個別施設の状態、重要性等、対策を実施する際に考

慮すべき事項を設定の上、それらに基づく優先順位の考え方を明確化 

 (4) 個別施設の状態等：個別施設の状態について施設毎に整理 

 (5) 対策内容と実施時期：次回の点検、修繕・更新、更新の機会を捉えた機能転換・

用途変更、複合化・集約化、廃止・撤去、耐震化等、講ずる措置の内容や実施

時期を施設毎に整理 

(6) 対策費用：計画期間内に要する対策費用の概算を整理 
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７ 地方公会計 

(１) 統一的な基準による地方公会計 

地方公共団体における財務書類等の作成に係る統一的な基準が設定されたことで、 

①発生主義・複式簿記の導入、②固定資産台帳の整備、③団体間での比較可能性の確保 

が促進されている。 

 

 

(２) 地方公会計の意義 

財務情報の分かりやすい開示による住民等への説明責任の履行や、財政の効率化・適正

化を目的とし、従来の現金主義会計を補完するものとして、発生主義会計を導入。 

この効果として、資産・負債（ストック）の総体の一覧的把握、発生主義による正確な

行政コストの把握、公共施設マネジメント等への活用等の効果が見込まれる。 

 

 

(３) 地方公会計の「見える化」の推進 

 

 
（出典：総務省資料） 
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